
社会福祉法人　日本聴導犬協会

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品－定額法

　　　　・リース資産

　　　　 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

　オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

　（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

　　　該当なし

賞与引当金

　　　該当なし

３．重要な会計方針の変更

なし

４．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中退共制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

　　　当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　（１） 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

　（２） 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

　（３） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、

　　第三号第三様式)

　（４） 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、

　　　　第三号第三様式)

　（５） 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、

　　　　第三号第三様式)

　　　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

　（６） 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 長野事業所拠点（社会福祉事業）

　「本部」

　「聴導犬・介助犬訓練事業」

イ. 東京事業所拠点（社会福祉事業）

　「聴導犬訓練事業」

ウ. 関西事業所（社会福祉事業）

　「聴導犬訓練事業」

エ. 長野事業所拠点（公益事業）

　「補助犬訓練事業にかかわる普及啓発事業」

　「聴導犬・介助犬訓練士養成事業」

計算書類に対する注記（法人全体）



社会福祉法人　日本聴導犬協会

計算書類に対する注記（法人全体）

６．基本財産の増減の内容及び金額

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

45,888,000 0 0 45,888,000

24,973,319 0 4,547,777 20,425,542

70,861,319 0 4,547,777 66,313,542

　　該当なし

８．担保に供している資産

　　該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

12．関連当事者との取引内容

　　関連当事者との取引はない。

建物

基本財産の種類

土地

合計

合　計 0 0 0

0 0 0

1,028,676

立替金 290,676 0 290,676

合　計 1,028,676 0

該当なし 0 0 0

種類及び銘柄 評価損益帳簿価額 時価

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

建物（その他）

建物（基本財産）

債権の当期末残高

資産名 取得価額

器具及び備品

車輌運搬具

構築物 48,252,264 3,110,728

7,502,106

減価償却累計額 当期末残高

土地(基本財産）

241,343,486

45,888,000 0 45,888,000

合計

3,251,258

51,362,992

9,044,090

164,243,646 77,099,840

4,250,848

2,923,791

109,987,500 89,561,958 20,425,542

未収金 0 0 0

500,931

債権額 徴収不能引当金の当期末残高

17,057,867 14,134,076

9,545,021

事業未収金 738,000 0 738,000
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計算書類に対する注記（法人全体）

13．重要な偶発債務

該当なし

14．重要な後発事象

該当なし

15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

　　必要な事項

（金銭信託による寄附について）

　法人は、金銭信託契約に基づく寄附について、実際に金銭の交付を受けた時点で寄附金収益として認識し

ております。当該寄附に係る交付予定額は総額約189,467,811円であり、令和８年度から5年間は毎年

10,000,000円、最終年度に残額が交付される予定です。なお、信託報酬等については、発生時に費用処理し

ております。



社会福祉法人　日本聴導犬協会

１．重要な会計方針

　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　・建物並びに器具及び備品－定額法

　　　　・リース資産

　　　　 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

　オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

　（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

　　　該当なし

賞与引当金

　　　該当なし

２．重要な会計方針の変更

なし

３．採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中退共制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

　（１）長野事業所拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

　（２） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

　（３） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

ア 　「本部」

イ 　「聴導犬・介助犬訓練事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

45,888,000 0 0 45,888,000

24,973,319 0 4,547,777 20,425,542

70,861,319 0 4,547,777 66,313,542

　　該当なし

７．担保に供している資産

　　該当なし

合計

計算書類に対する注記（長野事業所拠点区分）

　　　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

基本財産の種類

土地

建物

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩



計算書類に対する注記（長野事業所拠点区分）

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

（単位：円）

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

11．重要な後発事象

該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

　　明らかにするために必要な事項

（金銭信託による寄附について）

法人全体注記に記載した金銭信託による寄附は、当拠点区分に帰属するものです。

当該寄附については、実際に金銭の交付を受けた時点で寄附金収益として認識しております。

0 0 0

合　計 0 0 0

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

該当なし 0 0 0

立替金 290,676 0 290,676

合　計 1,028,676 0 1,028,676

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 738,000 0 738,000

76,506,373

車輌運搬具 9,545,021 9,044,090 500,931

器具及び備品 15,583,531 12,682,715 2,900,816

建物（基本財産） 109,987,500 89,561,958 20,425,542

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

土地(基本財産） 45,888,000 0 45,888,000

未収金 0 0 0

建物（その他） 4,876,106 1,148,329 3,727,777

構築物 51,063,492 48,000,185 3,063,307

合計 236,943,650 160,437,277



社会福祉法人　日本聴導犬協会

１．重要な会計方針

　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　・建物並びに器具及び備品－定額法

　　　　・リース資産

　　　　 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

　オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

　（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

　　　該当なし

賞与引当金

　　　該当なし

２．重要な会計方針の変更

なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

　（１） 東京事業所拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

　（２） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

　（３） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

　「聴導犬訓練事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

　　該当なし

７．担保に供している資産

　　該当なし

基本財産の種類

土地

建物

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

計算書類に対する注記（東京事業所拠点区分）

　　　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。



計算書類に対する注記（東京事業所拠点区分）

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

（単位：円）

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

11．重要な後発事象

該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

　　明らかにするために必要な事項

該当なし

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

土地(基本財産）

建物（基本財産） 0

0 0 0

0 0

建物（その他） 126,000 125,999 1

構築物 299,500 252,079 47,421

車輌運搬具 0 0 0

器具及び備品 1,025,656 1,002,683 22,973

合計 1,451,156 1,380,761 70,395

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

該当なし 0 0 0

0 0 0

合　計 0 0 0

合　計 0 0 0

該当なし 0 0 0

0 0 0



社会福祉法人　日本聴導犬協会

１．重要な会計方針

　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　・建物並びに器具及び備品－定額法

　　　　・リース資産

　　　　 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

　オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

　（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

　　　該当なし

賞与引当金

　　　該当なし

２．重要な会計方針の変更

なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

　　　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

　（１） 関西事業所拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

　（２） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

　（３） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

　「聴導犬訓練事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

　　該当なし

７．担保に供している資産

　　該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

計算書類に対する注記（関西事業所拠点区分）

基本財産の種類

土地

建物

合計



計算書類に対する注記（関西事業所拠点区分）

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

（単位：円）

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

11．重要な後発事象

該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

　　明らかにするために必要な事項

該当なし

合　計 0 0 0

該当なし 0 0 0

0 0 0

合　計 0 0 0

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

該当なし 0 0 0

0 0 0

合計 0 0 0

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

車輌運搬具 0 0 0

器具及び備品 0 0 0

建物（その他） 0 0 0

構築物 0 0 0

土地(基本財産） 0 0 0

建物（基本財産） 0 0 0

取得価額 減価償却累計額 当期末残高



社会福祉法人　日本聴導犬協会

１．重要な会計方針

　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　・建物並びに器具及び備品－定額法

　　　　・リース資産

　　　　 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

　オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

　（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

　　　該当なし

賞与引当金

　　　該当なし

２．重要な会計方針の変更

なし

３．採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中退共制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

　　　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

　（１） 公益長野事業所拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

　（２） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

　（３） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

ア 　「補助犬訓練事業にかかわる普及啓発事業」

イ 　「聴導犬・介助犬訓練士養成事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

　　該当なし

７．担保に供している資産

　　該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

基本財産の種類

合計

計算書類に対する注記（公益長野事業所拠点区分）

土地

建物



計算書類に対する注記（公益長野事業所拠点区分）

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

（単位：円）

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

11．重要な後発事象

該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

　　明らかにするために必要な事項

該当なし

事業未収金 0

0

種類及び銘柄

該当なし

0 0 0

合　計 0 0

0 0

0 0 0

時価帳簿価額 評価損益

0

未収金 0 0 0

0 0合　計

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

合計 2,948,680 2,425,608 523,072

車輌運搬具 0 0 0

器具及び備品 448,680 448,678 2

建物（その他） 2,500,000 1,976,930 523,070

構築物 0 0 0

土地(基本財産） 0 0 0

建物（基本財産） 0 0 0

取得価額 減価償却累計額 当期末残高


